
第
四
節
　
災
害
救
急
医
療
と
多
様
化
す
る
健
康
医
療
対
策

一　

医
療
機
関
の
復
旧
復
興
と
災
害
救
急
医
療
体
制
の
整
備

震
災
発
生
直
後

の
医
療
活
動

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一
月
十
七
日
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
県
内
で
は
人
的
・
物
的
に

甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た
。
震
災
発
生
直
後
の
当
日
八
時
三
〇
分
に
開
催
さ
れ
た
県
の
第
一
回
災
害
対
策
本

部
会
議
に
お
い
て
、
人
命
救
助
を
最
優
先
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
警
察
、
消
防
、
自
衛
隊
等
の
関
係
機
関
に
救

助
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
広
域
的
な
応
援
の
依
頼
を
行
う
な
ど
、
救
助
活
動
の
体
制
整
備
が
開
始
さ
れ
た
。

　
多
く
の
医
療
機
関
も
被
災
し
、
建
物
や
設
備
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
大
き
な
被
害
を
受

け
、
医
療
機
能
は
大
き
く
低
下
し
た
。
断
水
に
よ
り
、
水
の
調
達
、
特
に
透
析
に
用
い

る
大
量
の
水
の
確
保
に
苦
慮
し
た
医
療
機
関
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
入
院
患

者
と
殺
到
す
る
負
傷
者
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
が
、
当
初
は
通
信
の
混
乱
等
も
あ
っ

て
既
存
の
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
は
機
能
せ
ず
、
被
災
地
の
医
療
機
関
の
状
況
を
把

握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
負
傷
者
の
大
部
分
は
市
民
の
手
に
よ
っ
て
医
療
機
関

に
運
ば
れ
、
被
害
が
大
き
か
っ
た
地
域
の
医
療
機
関
に
は
多
数
の
死
亡
者
や
軽
傷
、
重

傷
の
負
傷
者
が
区
別
さ
れ
ず
に
殺
到
し
て
大
混
乱
と
な
っ
た
。
医
療
機
関
で
は
医
師
等

に
よ
っ
て
ト
リ
ア
ー
ジ
（
患
者
選
別
）
が
行
わ
れ
た
が
、
当
時
は
ト
リ
ア
ー
ジ
に
関
す
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る
理
解
が
乏
し
く
、被
災
者
、遺
族
に
対
し
て
実
行
す
る
こ
と
は
難
し
い
場
面
も
あ
っ
た
。
ま
た
、挫
滅
症
候
群
（
ク
ラ
ッ
シ
ュ・

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
も
発
生
し
た
が
、
救
急
医
療
関
係
者
以
外
に
は
そ
の
危
険
性
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
適
切
な
対
処
が

講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
例
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
震
災
当
日
の
夕
方
か
ら
、
被
害
が
少
な
か
っ
た
医
療
機
関
に
重
症
者
の
一
部
が
転
院
搬
送
さ
れ
始
め
、

震
災
発
生
の
三
日
目
か
ら
は
大
阪
市
な
ど
の
近
隣
の
医
療
機
関
で
も
病
床
を
確
保
し
て
患
者
が
搬
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

部
で
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
搬
送
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
全
県
立
病
院
で
二
四
時
間
救
急
医
療
体
制
を
確
保
し
、
日
本
赤
十

字
社
や
兵
庫
県
医
師
会
の
ほ
か
、
厚
生
省
を
通
じ
て
各
都
道
府
県
に
救
援
・
協
力
が
要
請
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
派
遣
さ
れ

た
医
師
・
看
護
師
ら
に
よ
っ
て
大
規
模
な
避
難
所
に
救
護
所
が
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
救
護
班
を
編
成
し
て
少
人
数
の
避
難

所
を
巡
回
し
、
被
災
者
へ
の
医
療
の
提
供
、
健
康
管
理
が
行
わ
れ
た
。

　
自
衛
隊
に
対
し
て
も
、
救
急
医
療
、
防
疫
、
患
者
輸
送
等
の
支
援
が
要
請
さ
れ
、
救
援
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
当
初
は
各
医

療
機
関
に
お
け
る
医
薬
品
等
の
備
蓄
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
が
、
救
援
物
資
と
し
て
提
供
さ
れ
た
医
薬
品
の
ほ
か
、
医
薬
品
卸

業
者
か
ら
の
在
庫
の
大
量
供
給
等
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
被
災
に
よ
っ
て
人
手
不
足
と
な
っ
た
医
療
機
関
や
避
難
所
に
、
全
国
各
地
の
病
院
な
ど
か
ら
多
く
の
医
療
・
看
護

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
駆
け
つ
け
た
。
震
災
後
の
三
週
間
に
最
大
三
四
六
の
救
護
班
が
派
遣
さ
れ
て
一
二
四
チ
ー
ム
が
巡
回
救
護
班

と
し
て
活
動
し
、
被
災
地
内
の
医
療
施
設
の
補
完
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
精
神
科
救
護
所
も
設
置
さ
れ
、
他
府
県
か

ら
の
援
助
も
受
け
て
、
薬
剤
の
調
達
や
診
療
活
動
が
行
わ
れ
た
。
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災
害
救
急
医
療

体
制
の
整
備

県
で
は「
兵
庫
県
災
害
医
療
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会
」を
設
置
し
、平
成
七
年
六
月
に
は
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー

の
整
備
、
病
院
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
作
成
、
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
選
任
、
医
薬
品
の
備
蓄
、

災
害
医
療
従
事
者
の
研
修
、
県
内
統
一
ト
リ
ア
ー
ジ
タ
ッ
グ
の
作
成
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
兵
庫
県
災
害
医
療
シ
ス
テ
ム
の
あ

り
方
」
が
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
に
設
置
さ
れ
て
い
た
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
災
害
時
に

も
使
用
で
き
る
機
能
を
付
加
し
て
、
平
成

八
年
十
二
月
に
「
広
域
災
害
・
救
急
医
療

情
報
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
更
新
さ
れ
た
。

　
阪
神･

淡
路
大
震
災
以
後
、
全
国
で
も

災
害
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
と
し
て
、

大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
多
発
す
る
重
篤

救
急
患
者
の
救
命
医
療
を
行
う
高
度
の
診

療
機
能
を
有
し
、
地
域
の
医
療
機
関
を
支

援
す
る
災
害
拠
点
病
院
の
指
定
と
整
備
が

進
め
ら
れ
た
。

　
平
成
八
年
十
二
月
に
県
内
の
一
二
病
院

が
災
害
拠
点
病
院
に
指
定
さ
れ
た
。
平
成

九
年
三
月
に
は
、
災
害
拠
点
病
院
の
救
急
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部
長
や
外
科
部
長
ら
が
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
選
任
さ
れ
、
災
害
発
生
時
に
災
害
医
療
対
応
の
指
揮
を
行
い
、
医
療

機
関
と
行
政
機
関
を
つ
な
ぐ
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
平
成
八
年
に
は
全
国
の
医
科
大
学
の
中
で
初
め
て
兵
庫
医
科
大
学
に
「
救
急
災
害
医
学
講
座
」
が
誕
生
し
、
九
年
に
は
神
戸

大
学
に
も
国
立
大
学
で
最
初
と
な
る
「
災
害
・
救
急
医
学
講
座
」
が
開
講
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に｢

災
害
医
学｣

と
い
う
名
称

の
医
学
部
の
講
座
が
開
設
さ
れ
、
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
災
害
医
療
従
事
者
を
対
象
と
し
た
研
修
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
平
成
十
五
年
八
月
に
は
、
災
害
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
の
核
と
な
る
施
設
と
し
て
、
地
方
自
治
体
立
と
し
て
は
国
内

で
最
初
に
兵
庫
県
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。
こ
の
施
設
は
、
平
常
時
に
は
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
と
し
て
三
次
救
急

医
療
の
提
供
、
救
急
医
療
情
報
の
収
集
・
提
供
、
災
害
救
急
医
療
研
修
な
ど
を
行
う
ほ
か
、
災
害
時
に
は
被
災
地
か
ら
の
重
症

患
者
の
受
入
れ
、
救
護
班
の
派
遣
、
災
害
医
療
情
報
の
収
集
・
提
供
、
消
防
・
医
療
機
関

へ
の
指
示
、
要
請
、
調
整
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

　
震
災
か
ら
の
復
旧
期
に
は
、
応
急
仮
設
住
宅
等
の
被
災
高
齢
者
の
健
康
問
題
や
被
災
の

衝
撃
と
混
乱
に
起
因
す
る
精
神
的
問
題
へ
の
対
応
も
求
め
ら
れ
た
。
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
対
策

に
つ
い
て
は
、
保
健
所
を
核
と
す
る
精
神
科
救
護
所
や
兵
庫
県
精
神
保
健
協
会
に
よ
っ
て

数
多
く
の
訪
問
・
電
話
相
談
等
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年

四
月
に
兵
庫
県
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。

　
一
方
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
神
戸
セ
ン
タ
ー
（
世
界
保
健
機
関
健
康
開
発
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
）
の
構
想

は
、
平
成
三
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
執
行
理
事
会
で
提
案
さ
れ
て
い
た
。
震
災
直
後
の
平
成
七
年
一
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月
二
十
三
日
に
神
戸
へ
の
設
置
が
正
式
に
承
認
さ
れ
、
同
年
四
月
に
は
県
、
神
戸
市
等

に
よ
っ
て
Ｗ
Ｈ
Ｏ
神
戸
セ
ン
タ
ー
協
力
委
員
会
が
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
八
年
三

月
に
設
立
さ
れ
て
仮
事
務
所
を
設
置
し
、
十
年
四
月
に
神
戸
東
部
新
都
心
に
本
事
務
所

を
開
設
し
た
。
こ
う
し
て
震
災
後
の
神
戸
に
お
い
て
、
世
界
的
な
保
健
・
医
療
・
福
祉

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
神
戸
市
で
は
、
震
災
復
興
事
業
と
し
て
、
平
成
十
年
に
神
戸
医
療
産
業
都
市

構
想
が
開
始
さ
れ
、
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
に
産
学
官
連
携
に
よ
り
先
端
医
療
技
術
の
研

究
開
発
拠
点
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
平
成
十
二
年
に
そ
の
中
核
と
な
る
先
端
医
療
セ

ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
、
十
五
年
に
は
国
の
先
端
医
療
産
業
特
区
に
認
定
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
多
く
の
研
究
機
関
・
病
院
・
医
療
関
連
企
業
が
進
出
し
、
現
在
は
我
が
国
最
大
級
の
医
療
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
に
成
長
し
て

い
る
。

二　

県
民
の
生
命
と
健
康
を
守
る
取
組

生
活
習
慣

病
対
策

我
が
国
の
平
均
寿
命
は
平
成
十
年
に
は
男
七
十
七
・
一
六
歳
、
女
八
十
四
・
〇
一
歳
と
な
り
、
世
界
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
長
寿
国
と
な
っ
た
。
高
齢
者
人
口
の
増
加
に
伴
っ
て
、
が
ん
や
循
環
器
疾
患
な
ど
の
成
人
病
は
ま
す
ま

す
増
加
傾
向
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
疾
患
は
喫
煙
、
食
生
活
の
乱
れ
、
運
動
不
足
な
ど
の
日
常
生
活
習
慣
と
関
連
が
あ
り
、

生
活
習
慣
の
改
善
に
よ
っ
て
予
防
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
解
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
八
年
に
国
の
公
衆
衛
生
審
議
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会
は
「
生
活
習
慣
病
」
と
い
う
概
念
の
導
入
を
提
案
し
、「
食
習
慣
、
運
動
習
慣
、
休
養
、
飲
酒
等
の
生
活
習
慣
が
そ
の
発
症・

進
行
に
関
与
す
る
疾
患
群
」
と
定
義
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
「
成
人
病
」
と
し
て
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
重
点
が
置
か
れ
て
き

た
が
、
今
後
は
生
活
習
慣
の
改
善
に
よ
っ
て
疾
患
の
発
症
予
防
を
重
視
す
る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
た
。

　
平
成
十
一
年
に
県
で
実
施
さ
れ
た「
健
康
へ
の
関
心
に
つ
い
て
の
調
査
」で
は
、「
健
康
に
関
す
る
関
心
が
あ
る
」人
は
九
三
％

と
非
常
に
高
く
、「
日
常
生
活
の
中
で
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
る
」
人
は
四
三
％
で
あ
り
、
全
国
平
均
の
二
七
・
五
％
よ

り
も
高
か
っ
た
。
一
方
、「
健
康
の
た
め
に
よ
い
こ
と
を
取
り
入
れ
る
が
長
続
き
し
な
い
」
四
四
％
、「
健
康
に
関
心
が
あ
り
、

実
行
し
た
い
が
き
っ
か
け
が
な
い
」
も
二
八
％
と
比
較
的
高
率
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
た
ち
の
健
康
行
動
へ
の
き
っ
か
け
づ

く
り
と
と
も
に
、
自
ら
の
健
康
の
積
極
的
な
維
持
・
増
進
と
健
康
な
生
活
習
慣
の
構
築
を
目
的
と
し
て
、
平
成
十
二
年
三
月
に

「
ひ
ょ
う
ご
健
康
づ
く
り
県
民
行
動
指
標
」
が
策
定
さ
れ
た
。
こ
の
指
標
は
、
七
つ
の
分
野
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
を

示
し
た
上
で
具
体
的
な
実
践
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
国
で
は
、
壮
年
期
死
亡
の
減
少
、
健
康
寿
命
の
延
伸
、
生
活
の
質
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
「
二
一
世

紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
（
健
康
日
本
21
）」
が
開
始
さ
れ
、
十
四
年
に
は
そ
れ
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
に
健
康

増
進
法
が
施
行
さ
れ
た
。
県
で
は
平
成
十
三
年
に
「
兵
庫
県
健
康
増
進
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
生
活
習
慣
を
改
善
す
る
た
め
の

具
体
的
な
目
標
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
、
県
民
の
主
体
的
な
健
康
づ
く
り
を
促
進
す
る
た
め
に
「
健
康
ひ
ょ

う
ご
21
大
作
戦
」
が
展
開
さ
れ
、
県
民
行
動
指
標
の
普
及
を
は
じ
め
、
健
康
講
座
の
開
催
や
健
康
づ
く
り
を
進
め
る
地
域
ク
ラ

ブ
の
設
置
促
進
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
県
民
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
健
康
増
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
「
健
康
マ
イ

プ
ラ
ン
一
〇
〇
万
人
運
動
」
な
ど
の
取
組
も
行
わ
れ
た
。
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さ
ら
に
、
県
民
の
生
涯
を
通
じ
た
食
生
活
指
針
と
し
て
、
平
成
七
年
に
「
ひ
ょ
う
ご
食
生
活
プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
、
十
一

年
に
は
「
新
ひ
ょ
う
ご
食
生
活
プ
ラ
ン
」
に
改
定
さ
れ
て
、
食
生
活
改
善
対
策
が
進
め
ら
れ
た
。
平
成
十
五
年
に
実
施
さ
れ
た

県
民
の
食
生
活
実
態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
十
七
年
に
「
健
康
食
生
活
ひ
ょ
う
ご
プ
ラ
ン
」
に
改
定
さ
れ
、「
食
で
育
む

健
康
生
活
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
食
生
活
改
善
に
よ
る
健
康
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
と
環
境
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
た
。

多
様
化
す
る
県
民
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
医
療
体
制
の
充
実

兵
庫
県
に
お
け
る
医
療
体
制
は
、

平
成
四
年
に
策
定
さ
れ
た
「
兵
庫

県
保
健
医
療
計
画
」
に
基
づ
い
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、

急
速
に
進
行
す
る
少
子
高
齢
化
、「
ス
ト
レ
ス
社
会
」
と
言
わ
れ

る
社
会
環
境
の
変
化
に
伴
う
心
の
健
康
の
問
題
な
ど
へ
の
対
応
と

と
も
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
経
験
も
踏
ま
え
て
災
害
時
に
も

対
応
で
き
る
保
健
医
療
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
九
年
に
計
画
が

改
定
さ
れ
た
。
こ
の
計
画
で
は
、「
生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
」

「
適
切
な
医
療
の
確
保
」「
新
し
い
地
域
保
健
体
制
の
あ
り
方
」
を

重
点
課
題
と
し
て
、
総
合
的
な
保
健
医
療
体
制
の
構
築
が
図
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
が
ん
、
循
環
器
疾
患
な
ど
の
生
活
習
慣
病
対
策
や
医

療
安
全
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
で
は
平
成
九
年
と
十

表 72　2次保健医療圏域と構成市郡（平成13年4月）

圏　域 圏域構成市郡 旧圏域
神　戸 神戸市 神戸
阪神南 尼崎市、西宮市、芦屋市

阪神
阪神北 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、

川辺郡
東播磨 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 東播磨臨海

北播磨 西脇市、三木市、小野市、加西市、
美嚢郡、加東郡、多可郡 東播磨内陸

中播磨 姫路市、飾磨郡、神崎郡 西播磨中部

西播磨 龍野市、揖保郡、宍粟郡、佐用郡、
赤穂市、相生市、赤穂郡 西播磨西部

但　馬 豊岡市、城崎郡、出石郡、
美方郡、養父郡、朝来郡

北但馬
西南但馬

丹　波 篠山市、氷上郡 丹波
淡　路 洲本市、津名郡、三原郡 淡路

（『兵庫県保健医療計画』より作成）
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二
年
に
医
療
法
の
改
正
が
行
わ
れ
、
患
者
の
立
場
に
立
っ
た
医
療
提
供
体
制
や
病
床
区
分
の
見
直
し
に
よ
る
適
正
な
入
院
医
療

の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
医
療
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
き
く
変
化
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、「
兵
庫
県
保

健
医
療
計
画
」
は
平
成
十
三
年
四
月
に
再
び
改
定
さ
れ
て
、
多
様
化
す
る
県
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
医
療
体
制
の
整
備
が
図

ら
れ
た
。
ま
た
、
医
療
需
給
の
実
態
や
地
理
的
条
件
、
交
通
条
件
な
ど
の
住
民
の
広
域
的
な
生
活
圏
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
て

二
次
保
健
医
療
圏
域
が
見
直
さ
れ
、
新
た
な
圏
域
ご
と
の
保
健
医
療
提
供
体
制
を
整
備
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。
一
般
病
床

及
び
療
養
病
床
に
つ
い
て
、
各
二
次
保
健
医
療
圏
域
で
算
定
さ
れ
た
基
準
病
床
数
（
平
成
十
二
年
の
医
療
法
改
正
に
よ
り
、
従
来
の

「
必
要
病
床
数
」
か
ら
呼
称
が
変

更
さ
れ
た
）
を
み
る
と
、
一
〇

圏
域
の
う
ち
五
圏
域
で
は
病
床

が
不
足
し
て
お
り
、
そ
の
他
の

五
圏
域
で
は
既
存
病
床
数
が
基

準
病
床
数
を
上
回
っ
て
い
た
。

　
保
険
統
計
年
報
に
基
づ
き
病

床
数
（
各
年
十
月
一
日
現
在
）
を

過
去
と
比
較
す
る
と
、
平
成
六

年
の
六
万
四
三
三
四
床
（
う
ち

一
般
病
床
五
万
一
七
一
床
）
か
ら

表 73　基準病床数と既存病床数（平成12年12月31日）
一般病床及び療養病床

区分 基準病床数
既存病床数
うち療養型病床群

神戸圏域
阪神南圏域
阪神北圏域
東播磨圏域
北播磨圏域
中播磨圏域
西播磨圏域
但馬圏域
丹波圏域
淡路圏域

13,531�
8,761�
6,425�
5,812�
3,385�
5,187�
2,851�
2,236�
1,391�
1,668�

15,133�
8,889�
5,785�
6,355�
3,190�
5,948�
2,755�
1,773�
1,274�
1,710�

2,925�
1,822�
1,738�
1,431�
1,286�
1,417�
590�
184�
416�
959�

県合計 51,247� 52,812� 12,768�
一般病床及び療養病床については，平成15年８月末日までの「経
過的旧その他の病床」を含む。

精神病床
区分 基準病床数 既存病床数
県全域 11,432 11,797

結核病床
区分 基準病床数 既存病床数
県全域 818 867

感染症病床
区分 基準病床数 既存病床数
県全域 56 42

（『兵庫県保健医療計画』より作成）
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十
二
年
に
は
六
万
四
四
二
七
床
（
五
万
一
三
二
九
床
）
と
わ
ず
か
に
増
加
し
て
い
た
が
、
人

口
一
〇
万
対
で
み
る
と
十
二
年
に
は
一
一
六
〇
・
七
（
一
般
病
床
九
二
四
・
八
）
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
同
年
の
全
国
平
均
一
二
九
七
・
八
（
九
九
五
・
九
）
よ
り
も
低
か
っ
た
。

　
全
国
的
に
死
亡
率
が
増
加
傾
向
と
な
っ
て
い
た
が
ん
に
対
し
て
、
県
で
は
昭
和
六
十
二

年
に
策
定
し
た
「
ひ
ょ
う
ご
対
が
ん
戦
略
」
に
基
づ
い
て
様
々
な
施
策
が
進
め
ら
れ
て
い

た
が
、
そ
れ
を
更
に
推
進
す
る
た
め
、
平
成
十
三
年
四
月
に
は
播
磨
科
学
公
園
都
市
に
粒

子
線
医
療
施
設
と
し
て
全
国
の
自
治
体
で
は
初
と
な
る
県
立
粒
子
線
医
療
セ
ン
タ
ー
が
開

設
さ
れ
た
。
粒
子
線
治
療
は
が
ん
の
放
射
線
療
法
の
一
つ
で
あ
り
、
治
療
効
果
が
高
く
、

副
作
用
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
が
ん
患
者
の
生
活
の
質
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
最
先
端
の

治
療
法
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
に
は
県
立
こ
ど
も
病
院
で
第
三
次
小
児
救
急
が
開
始
さ
れ
、
小
児
救
急
医
療
の
充
実
が

図
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
患
者
の
苦
情
や
相
談
に
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
に
、
平
成
十
五
年
に
は
医
療
安
全
相
談
セ
ン
タ
ー
が
開

設
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
県
立
病
院
は
地
域
の
中
核
病
院
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
が
、
高
度
専
門
医
療
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と

か
ら
、
毎
年
多
額
の
欠
損
金
（
赤
字
）
を
生
じ
、
平
成
十
二
年
度
末
に
は
累
計
欠
損
金
が
四
九
六
億
円
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

行
財
政
構
造
改
革
の
一
環
と
し
て
、
自
立
的
・
効
率
的
な
運
営
体
制
へ
の
転
換
を
図
る
た
め
、
学
識
経
験
者
ら
に
よ
っ
て
県
立

病
院
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
、
十
四
年
二
月
に
「
兵
庫
県
立
病
院
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
基
本
方
針
）」
が
示
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
の
医
療
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
、
県
内
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
県
立
病
院
が
提

写真 150　�県立粒子線医療センター粒子線治療室
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供
す
る
医
療
内
容
や
診
療
機
能
な
ど
に
つ
い
て
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
平
成
十
七
年
二
月
に
「
県
立
病
院
の
基
本
的
方
向
」
に

お
い
て
各
県
立
病
院
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

　
一
方
、
日
本
海
側
や
西
播は
り
磨ま

の
県
境
近
く
の
山
間
部
、
離
島
等
の
へ
き
地
に
お
け
る
医
療
の
確
保
に
は
多
く
の
問
題
を
抱
え

て
お
り
、
平
成
六
年
に
は
一
六
の
無
医
地
区
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
地
区
が
存
在
し
て
い
た
。
平
成
六
年
に
公
立
豊
岡
病
院
と
公

立
八
鹿
病
院
が
へ
き
地
中
核
病
院
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
九
年
に
は
公
立
香
住
総
合
病
院
、
平
成
十
年
に
は
県
立

淡
路
病
院
が
へ
き
地
医
療
支
援
病
院
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
平
成
十
五
年
に
再
編
統
合
さ
れ
て
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
と

な
り
、
へ
き
地
へ
の
医
師
の
派
遣
や
へ
き
地
従
事
者
に
対
す
る
研
修
、
遠
隔
診
療
支
援
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
へ
き
地

に
勤
務
す
る
医
師
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
自
治
医
科
大
学
と
兵
庫
医
科
大
学
で
卒
業
後
に
へ
き
地
で
勤
務
す
る
医
師
の

養
成
が
昭
和
四
十
七
年
に
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

疾
病

対
策

長
期
に
わ
た
る
人
工
透
析
を
必
要
と
す
る
腎
不
全
患
者
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
腎
臓
移
植
を
希
望
す
る
患
者
も
多
い
。

県
で
は
昭
和
四
十
七
年
に
県
立
西
宮
病
院
に
腎
移
植
セ
ン
タ
ー
を
設
置
、
四
十
八
年
に
最
初
の
生
体
腎
移
植
手
術
が

行
わ
れ
、
六
十
年
に
は
腎
臓
バ
ン
ク
を
設
置
し
て
腎
臓
移
植
の
推
進
が
図
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
国
で
は
平
成
七
年
に
全
国
を

一
元
化
し
た
腎
臓
移
植
体
制
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
が
発
足
し
、
県
立
西
宮
病
院
も
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
結
ば
れ
、
全
国
の
腎
臓
移

植
待
機
者
か
ら
最
も
適
合
す
る
患
者
が
選
び
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
平
成
八
年
に
は
腎
臓
移
植
を
円
滑
に
推
進
す

る
た
め
、
兵
庫
医
科
大
学
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
腎
移
植
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。
平
成
九
年
に
は
「
臓
器

の
移
植
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
て
脳
死
後
の
身
体
か
ら
の
多
臓
器
移
植
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
県
内
で

も
臓
器
移
植
の
実
施
体
制
の
整
備
が
進
め
ら
れ
、
平
成
十
五
年
に
は
一
六
施
設
で
脳
死
段
階
の
臓
器
提
供
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
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実
際
の
臓
器
提
供
は
十
分
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
十
五
年
四
月
に
兵
庫
県
臓
器
移
植

推
進
協
議
会
が
設
立
さ
れ
、
臓
器
移
植
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
臓
器
提

供
意
思
表
示
カ
ー
ド
の
普
及
な
ど
の
啓
発
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
白
血
病
や
再
生
不
良
性
貧
血
な
ど
の
血
液
疾
患
の
患
者
に
対
し
て
は
、
骨
髄
や
さ
い
帯
血

に
含
ま
れ
る
造
血
幹
細
胞
を
移
植
す
る
骨
髄
移
植
や
さ
い
帯
血
移
植
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

県
内
で
は
平
成
七
年
十
一
月
に
兵
庫
医
科
大
学
内
に
兵
庫
さ
い
帯
血
バ
ン
ク
が
設
立
さ
れ
、

県
内
の
医
療
機
関
で
採
取
さ
れ
た
さ
い
帯
血
の
保
存
と
移
植
医
療
機
関
へ
の
供
給
が
開
始
さ

れ
た
。
平
成
十
一
年
に
は
全
国
八
カ
所
の
地
域
さ
い
帯
血
バ
ン
ク
に
よ
り
発
足
し
た
「
日
本

さ
い
帯
血
バ
ン
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
加
入
し
、
全
国
の
移
植
医
療
機
関
に
さ
い
帯
血
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
平
成

十
二
年
に
は
県
か
ら
の
補
助
に
よ
り
さ
い
帯
血
バ
ン
ク
に
高
規
格
保
存
タ
ン
ク
設
備
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
後
も
さ
い
帯
血
の
採

取
に
従
事
す
る
人
を
対
象
と
し
た
研
修
、
県
民
、
妊
産
婦
に
対
す
る
普
及
啓
発
、
骨
髄
バ
ン
ク
と
の
合
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
平
成
十
八
年
三
月
末
現
在
の
さ
い
帯
血
保
存
数
は
二
四
二
六
本
（
全
国
二
万
四
三
〇
九
本
）、
移
植

実
施
累
計
数
は
三
九
一
件
（
全
国
二
九
三
一
件
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
、
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
、
気
管
支
喘
息
等
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
を
有
す
る
人
の
割
合
は
年
々
増
加
し
、

県
民
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
い
た
。
県
で
は
、県
内
の
健
康
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）
に
ア
レ
ル
ギ
ー

疾
患
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
ア
ト
ピ
ー
教
室
の
開
催
、
医
師
を
対
象
と
し
た
研
修
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
関
す
る
正
し
い
知
識
や
予
防
方
法

写真 151　�臓器提供意思表示カード（日
本臓器移植ネットワーク提供）
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等
の
情
報
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
成
十
七
年
度
に
は
、
専
門
医
に
よ
る
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
三
歳
児
及
び
そ
の
両
親

を
対
象
に
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
有
病
率
や
生
活
状
況
に
関
す
る
実
態
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

ア
ス
ベ
ス

ト
対
策

平
成
十
七
年
六
月
、
尼
崎
市
に
あ
っ
た
大
手
機
械
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
ク
ボ
タ
の
旧
神
崎
工
場
の
従
業
員
ら
七
九

人
が
中
皮
腫
な
ど
の
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
関
連
疾
患
に
よ
り
死
亡
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
同
工
場
周
辺
の
居

住
者
に
も
中
皮
腫
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。
同
工
場
で
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
用
い
た
水
道
管
や
建
材
を
製
造
し

て
お
り
、
そ
の
後
の
調
査
で
近
隣
住
民
の
間
に
一
〇
〇
人
を
超
え
る
中
皮
腫
患
者
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

職
業
で
ア
ス
ベ
ス
ト
を
大
量
に
使
用
す
る
労
働
者
に
石
綿
肺
、
肺
が
ん
、
中
皮
腫
な
ど
が
生
じ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、

工
場
周
辺
の
居
住
者
に
も
多
く
の
健
康
被
害
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
は
社
会
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ク
ボ
タ

シ
ョ
ッ
ク
」
で
あ
る
。

　
県
は
、
平
成
十
七
年
に
環
境
省
の
委
託
を
受
け
、
中
皮
腫
死
亡
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
ば
く
露
の
実
態
を
把
握
す
る
た

め
に
「
兵
庫
県
に
お
け
る
石
綿
の
健
康
影
響
に
関
す
る
実
態
調
査
」
を
実
施
し
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
平
成
十
四
～
十
六
年
に

県
内
で
中
皮
腫
に
よ
り
死
亡
し
た
人
を
対
象
に
、
遺
族
の
協
力
に
よ
る

聞
き
取
り
調
査
、
医
療
機
関
の
カ
ル
テ
調
査
及
び
石
綿
取
扱
い
施
設
調

査
が
実
施
さ
れ
、
職
業
と
し
て
ア
ス
ベ
ス
ト
を
使
用
し
た
経
験
が
な
い

な
ど
、
ば
く
露
経
路
が
特
定
で
き
な
い
事
例
が
あ
り
、
特
に
尼
崎
市
に

お
い
て
そ
の
割
合
が
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
こ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
国
で
は
平
成
十
八
年
か
ら
「
石
綿
に

写真 152　�アスベスト被害に
ついて報じる新聞
（神戸新聞�平成 17
（2005）年 6月 30日）
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よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
救
済
制
度
が
開
始
さ
れ
、
労
働
者
災
害
補
償
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
健
康

被
害
者
に
対
し
て
も
医
療
費
等
が
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
県
独
自
の
取
組
と
し
て
、
が
ん
検
診
等
に
お
い
て
、

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
問
診
を
附
加
し
た
健
康
診
断
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
肺
に
ア
ス
ベ
ス
ト
関
連
の
所
見
が
あ
り
経
過
観
察
が

必
要
と
さ
れ
た
場
合
は
、
経
過
観
察
で
実
施
さ
れ
る
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び
胸
部
Ｃ
Ｔ
検
査
等
に
要
す
る
費
用
を
助
成
す

る
取
組
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

母
子
保

健
対
策

我
が
国
の
母
子
保
健
指
標
の
多
く
は
世
界
最
高
水
準
と
な
っ
た
が
、
妊
産
婦
死
亡
や
乳
幼
児
期
の
事
故
な
ど
は
な

お
改
善
の
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
思
春
期
に
お
け
る
健
康
問
題
や
心
の
問
題
、
小
児
医
療
の
確
保
な
ど
の
課
題

も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
国
で
は
平
成
十
二
年
に
、
二
一
世
紀
の
母
子
保
健
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
「
健
や
か
親
子
21
」
が
示
さ
れ
、

①
思
春
期
の
保
健
対
策
の
強
化
と
健
康
教
育
の
推
進
、
②
妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
安
全
性
と
快
適
さ
の
確
保
と
不
妊
へ
の
支
援
、

③
小
児
保
健
医
療
水
準
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
た
め
の
環
境
整
備
、
④
子
ど
も
の
心
の
安
ら
か
な
発
達
の
促
進
と
育
児
不
安
の

軽
減
の
四
つ
の
課
題
が
設
定
さ
れ
た
。
県
で
も
、「
健
や
か
親
子
21
」
の
県
計
画
と
し
て
独
自
の
目
標
を
設
定
し
、「
健
康
ひ
ょ

う
ご
21
大
作
戦
」
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

感
染
症

対
策

国
民
生
活
の
質
の
向
上
、
医
療
技
術
の
進
歩
、
結
核
予
防
対
策
な
ど
の
効
果
に
よ
り
、
結
核
の
登
録
数
、
罹
患
率

は
年
々
減
少
し
た
。県
で
は
平
成
七
年
の
新
規
登
録
患
者
が
二
五
四
〇
人（
罹
患
率
は
人
口
一
〇
万
対
四
七・〇
）と
な
っ

た
が
、
全
国
平
均
の
罹
患
率
三
四
・
三
に
比
べ
て
か
な
り
高
か
っ
た
。
ま
た
、
平
成
八
年
の
登
録
患
者
数
は
二
五
八
九
人
（
罹

患
率
四
七
・
九
）、
九
年
に
は
二
七
二
六
人
（
同
五
〇
・
二
）
と
再
び
増
加
傾
向
と
な
り
、
九
～
十
四
年
の
六
年
連
続
で
都
道
府

県
別
罹
患
率
は
ワ
ー
ス
ト
二
位
で
あ
っ
た
（
十
五
年
以
降
は
三
位
）。
平
成
九
年
は
、
全
国
で
も
罹
患
率
は
四
三
年
ぶ
り
に
増
加
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を
示
し
た
こ
と
か
ら
、
国
で
は
「
結
核
緊
急
事
態
宣
言
」
が
行
わ
れ
た
。
県
で
は
昭

和
六
十
一
年
よ
り
結
核
対
策
特
別
促
進
事
業
と
し
て
、
患
者
の
早
期
発
見
、
早
期
治

療
を
基
本
と
し
た
取
組
が
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
新
登
録
患
者
の
半
数
以
上
が
六
十

歳
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
へ
の
対
策
を
重
視
し
て
、
結
核
予
防
の
た
め
の

普
及
啓
発
活
動
、
結
核
医
療
体
制
の
整
備
、
結
核
患
者
・
家
族
等
の
管
理
強
化
な
ど

が
進
め
ら
れ
た
。

　
エ
イ
ズ
（
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
）
に
つ
い
て
は
、
本
県
に
お
け
る
患
者
・
感
染

者
数
は
毎
年
増
加
し
た
。
感
染
原
因
の
大
半
は
性
交
為
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
二
十

～
三
十
歳
代
の
若
い
世
代
に
感
染
者
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
感
染
の
拡
大
が

懸
念
さ
れ
た
。
県
で
は
平
成
七
年
三
月
に
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
診
断
・
治
療
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を

作
成
し
、「
ひ
ょ
う
ご
エ
イ
ズ・ス
ト
ッ
プ
作
戦
」
と
し
て
、
①
エ
イ
ズ
予
防
推
進
体
制
の
確
立
、
②
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
、

③
医
療
体
制
の
充
実
、
④
検
査
体
制
の
充
実
、
⑤
相
談
・
指
導
体
制
の
充
実
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
県
独
自
に
制
定
し
た
六

月
の
「
エ
イ
ズ
予
防
月
間
」
や
十
二
月
一
日
の
「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」
に
併
せ
た
啓
発
の
実
施
、
成
人
式
で
の
啓
発
冊
子
の
配

付
な
ど
も
行
わ
れ
た
。

　
医
療
の
進
歩
や
衛
生
水
準
の
向
上
に
よ
り
多
く
の
感
染
症
の
発
生
は
減
少
し
た
が
、
海
外
に
お
け
る
エ
ボ
ラ
出
血
熱
や
ラ
ッ

サ
熱
な
ど
の
新
興
感
染
症
の
出
現
、
結
核
や
マ
ラ
リ
ア
な
ど
の
既
知
の
感
染
症
の
再
興
、
国
際
化
の
進
展
に
伴
う
輸
入
感
染
症

の
増
加
な
ど
、
新
た
な
感
染
症
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
国
で
は
平
成
十
一
年
に
従
来
の
伝
染
病
予
防
法
を
廃
止
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し
、「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
」（
感
染
症
法
）
が
施
行
さ
れ
た
。
県
で
も
、
こ
の

法
律
に
よ
り
、
兵
庫
県
感
染
症
予
防
計
画
を
策
定
し
、
感
染
症
患
者
に
対
す
る
医
療
体
制
、
感
染
症
発
生
動
向
調
査
及
び
情
報

公
開
体
制
の
充
実
、
保
健
所
に
お
け
る
感
染
症
対
策
従
事
者
の
養
成
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
。

　
県
に
お
け
る
法
定
・
指
定
伝
染
病
の
平
成
七
年
～
十
一
年
三
月
（
同
年
四
月
か
ら
感
染
症
法
が
施
行
さ
れ
た
た
め
、
伝
染
病
予
防

法
に
よ
る
統
計
は
三
月
で
廃
止
）
の
合
計
届
出
数
は
、
平
成
八
年
に
指
定
伝
染
病
に
指
定
さ
れ
た
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
が

二
七
〇
人
と
最
も
多
く
、
次
い
で
赤
痢
二
一
一
人
、
コ
レ
ラ
一
六
人
、
腸
チ
フ
ス
一
二
人
、
パ
ラ
チ
フ
ス
三
人
で
あ
っ
た
。
平

成
十
一
年
四
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
感
染
症
法
に
よ
る
感
染
症
発
生
動
向
調
査
で
は
、
十
七
年
ま
で
に
危
険
性
が
極
め
て
高
い
一

類
感
染
症
の
届
出
は
な
か
っ
た
が
、
二
類
感
染
症
で
は
細
菌
性
赤
痢
一
三
四
人
、
コ
レ

ラ
一
六
人
、
腸
チ
フ
ス
一
三
人
、
パ
ラ
チ
フ
ス
一
三
人
の
届
出
が
あ
っ
た
（
こ
れ
ら
の

四
疾
患
は
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
三
類
感
染
症
に
変
更
）。
三
類
感
染
症
（
腸
管
出
血
性
大
腸

菌
感
染
症
）
の
届
出
は
一
一
四
八
人
で
あ
り
、
毎
年
一
〇
〇
人
以
上
の
届
出
が
あ
っ
た
。

四
類
感
染
症
で
は
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
三
〇
人
、
日
本
紅
斑
熱
二
五
人
で
あ
り
、
そ
の
他
の

感
染
症
の
届
出
は
二
〇
人
以
下
で
あ
っ
た
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
よ
う
に
毎
年
多
く
の
患
者
が
発
生
す
る
感
染
症
に
つ
い
て
は
、

昭
和
六
十
二
年
か
ら
「
結
核
・
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
事
業
」
と
し
て
、
あ
ら
か
じ

め
定
め
ら
れ
た
医
療
機
関
（
定
点
）
で
把
握
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
十
一
年
四
月
か
ら

は
感
染
症
法
に
基
づ
く
感
染
症
発
生
動
向
調
査
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
フ
ル
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エ
ン
ザ
の
患
者
数
は
年
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、
平
成
八
年
は
五
五
五
八
人
と
少
な
か
っ
た
が
、
十
七
年
に
は
五
万
六
一
八

九
人
と
多
か
っ
た
。

食
品
衛

生
対
策

平
成
七
～
十
七
年
の
食
中
毒
の
発
生
状
況
は
、
四
八
三
件
（
患
者
数
一
万
六
六
九
九
人
、
死
者
二
人
）
で
あ
っ
た
。
原

因
物
質
で
は
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
属
（
四
〇
六
五
人
）
と
病
原
大
腸
菌
（
三
五
二
四
人
）
が
多
か
っ
た
。
平
成
九
年
に
お

け
る
患
者
数
は
七
一
一
三
人
と
極
め
て
多
か
っ
た
が
、
同
年
六
月
と
十
一
月
に
い
ず
れ
も
仕
出
し
弁
当
を
原
因
と
す
る
大
規
模

な
集
団
食
中
毒
が
発
生
し
た
た
め
で
あ
る
。
六
月
に
は
高
砂
市
内
の
施
設
が
調
製
し
た
給
食
弁
当
に
よ
り
、
神
戸
市
か
ら
姫
路

市
に
か
け
て
の
約
八
〇
〇
事
業
所
で
二
七
五
八
人
の
患
者
が
発
生
し
、
原
因
は
病
原
大
腸
菌
Ｏ
１
６
９
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

同
年
十
一
月
に
は
神
戸
市
の
仕
出
屋
が
調
製
し
た
弁
当
に
よ
り
三
〇
四
四
人
の
患
者
が
発
生
し
た
が
、
原
因
物
質
は
不
明
で

あ
っ
た
。

　
平
成
八
年
に
は
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
Ｏ
１
５
７
に
よ
る
食
中
毒
が
全
国
的
に
多
発
し
た
。
県
に
お
い
て
は
大
規
模
な
集
団
発

生
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
各
地
で
Ｏ
１
５
７
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
八
年
七
月
に
Ｏ
１
５
７
対
策
本
部
を

設
置
し
て
、
対
応
に
当
た
っ
た
。
ま
た
、
平
成
九
年
か
ら
、
学
識
経
験
者
、
生
産
・
加
工
・
流
通
の
各
事
業
者
代
表
、
消
費
者

代
表
及
び
各
関
係
行
政
機
関
で
構
成
す
る
「
食
品
安
全
対
策
推
進
委
員
会
」
を
設
置
し
た
。
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
一
貫
し
た

衛
生
管
理
を
行
う
こ
と
と
し
、
新
し
い
衛
生
管
理
手
法
で
あ
る
食
品
の
安
全
管
理
制
度
（
Ｈハ

サ

ッ

プ

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
：H

azard Analysis and 

Critical Control Point

）
の
導
入
促
進
を
柱
と
し
て
、
総
合
的
な
食
品
の
安
全
確
保
対
策
が
進
め
ら
れ
た
。
平
成
十
四
年
に
は
、

県
独
自
の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定
制
度
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
対
象
を
拡
充
し
て
、
食
品
の
監
視
体
制
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
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